
	5	 海外における活動

オーストラリアは、国防白書において、安定し
法規範に基づいた国際秩序の維持を第四の戦略的
利益に掲げており、国際社会による各種リスクや
脅威への対処を支援するため、状況によって豪軍
を用いるとしている。こうした方針のもと、5月
末現在、約5万6,750人の現有兵力33のうち、約
2,250人を海外に派遣し、活動させている。

イラクでは、米軍がイラク北部でISILに対して
実施している空爆を支援するため、14（同26）年
8月以降、人道支援物資の投下を開始したほか、
同年10月からは空爆などの戦闘任務にも参加す
るとともに、特殊部隊によるイラク治安部隊への
軍事面の助言および支援活動を行っている。5月
末現在、兵士約900人（約400人はアラブ首長国

連邦にて支援に従事）に加え、F/A-18戦闘攻撃
機6機、E-7A早期警戒管制機1機、KC-30A給油
機1機などが同作戦を遂行している。

アフガニスタンでは、01（同13）年10月以降、
年平均約1,550人の豪軍が国際治安支援部隊

（I
International Security Assistance Force
SAF）のもとで復興支援活動やアフガニスタン

治安部隊（A
Afghan National Security Forces

NSF）の訓練などに従事してきた。
14（同26）年末をもってISAFの活動が終了した
のにともない、現在は約400人の豪軍がANSFな
どへの訓練、助言および支援の任務にあたってい
る。

このほか、同年3月に消息を絶ったマレーシア
機の捜索にあたっては、オーストラリア西部の
パースにおいて各国の捜索部隊を受け入れて捜索
活動を主導したほか、同年12月のエアアジア機
墜落事故の際にも捜索部隊を派遣している。

第6節　東南アジア
	1	 全般

東南アジアは、マラッカ海峡や南シナ海など、
太平洋とインド洋を結ぶ交通の要衝を占めてお
り、経済活動や国民の生活に必要な物資の多くを
海上輸送に依存しているわが国にとって重要な地
域である。東南アジア各国は、政治的安定と着実
な経済発展に努力し、程度において差があるもの
の、総じて近年経済的な発展を遂げている。各国
とも、経済発展などにともない、域内各国間およ
び域外との相互依存関係が深化している。この地
域には、南シナ海の領有権などをめぐる対立や、
少数民族問題、分離・独立運動などが依然として
不安定要素として存在しているほか、イスラム過

激派の問題や船舶の安全な航行を妨害する海賊行
為なども発生している。さらに近年、イラク・レ
バントのイスラム国（ISIL）への参加を目的とす
るイラクやシリアへの自国民の渡航や帰国後のテ
ロへの関与が懸念されている1。これらの問題に
対処するため、東南アジア各国は、国防や国内の
治安維持のほか、テロや、海賊対処などの新たな
安全保障上の課題にも対応した軍事力などの形成
に努めている。近年では経済成長などを背景とし
て、特に、海・空軍力を中心とした軍の近代化や
海上法執行能力の強化が進められている。

図表Ⅰ-1-6-1（東南アジアと日中韓との兵力および国防
予算の比較（15（平成27）年））

参 照

33	「ミリタリー・バランス（2015）」による。軍種別の内訳は、陸軍：約2万9,000人、海軍：約1万3,550人、空軍：約1万4,050人。

1	 14（平成26）年10月時点で、264人のインドネシア人がISILに参加するためイラクやシリアに渡航したと伝えられているほか、マレーシア、シンガポール
およびフィリピンからの渡航者の存在も指摘されている。
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	2	 各国の安全保障・国防政策
	1	 インドネシア

インドネシアは世界最大のイスラム人口を抱
え、広大な領土、領海および海上交通の要衝を擁
する東南アジア地域の大国である。現在、インド
ネシアは、国外からの差し迫った軍事的脅威は認
識していないが、国内においては、ジュマ・イスラ
ミーヤ（J

Jemaah Islamiyah
I）などのイスラム過激派の活動やパプア

州の分離独立運動などの懸念事項を抱えている。
14（平成26）年10月、スシロ・バンバン・ユ

ドヨノ第6代大統領に代わり、同年7月の大統領
選挙で当選を果たしたジョコ・ウィドド氏が第7
代大統領に就任した。ジョコ大統領は「海洋国家
構想」を掲げ、海洋文化の復興や海洋外交を通じ
た領有権問題などへの対処および海上防衛力の強
化などを目指しているほか、国防費の増額を表明2

東南アジアと日中韓との兵力および国防予算の比較（15（平成27）年）図表Ⅰ-1-6-1

中国

韓国

日本

東南アジア全体

（注）　1　資料は、「ミリタリ－・バランス（2015）」などによる。各ブロックの大きさは日本を基準としたときの相対的な大きさを表す。なお、各国の国
防費については、各国の為替レートの変動や物価水準などの諸要素を勘案すると、各国の国防費を単純にドル換算した金額を比較すること
にはその有効性に限界があるものの、経済協力開発機構（OECD）が公表している購買力平価には、東南アジア各国（インドネシアを除く）の
データが存在しないことから、資料では、あえて、わが国の防衛関係費及び各国の国防費を支出官レートを用いてドルに換算した値などを示
している。

　　　2　日本については、平成26年度末における各自衛隊の実勢力を示し、作戦機数は航空自衛隊の作戦機（輸送機を除く）および海上自衛隊の作戦
機（固定翼のみ）の合計である。

 また、わが国の防衛関係費はSACO関係経費および米軍再編関係経費のうち地元負担軽減分および新たな政府専用機導入に伴う経費を除い
た当初予算である。

　　　3　中国の国防予算は、15（平成27）年の全国人民代表大会における財政報告などによる
　　　4　韓国の国防予算は、国防部発表等による15（平成27）年の数値
　　　5　東南アジア全体の国防予算は、「ミリタリー・バランス（2015）」による14（平成26）年の各国の数値の合計値。
　　　6　中国および韓国の国防予算のドル表示は、平成27年度の支出官レート1ドル＝110円、1元＝18円、1000ウォン＝100円で換算したもの
　　　7　日本の防衛関係費のドル表示は、平成27年度の支出官レート1ドル＝110円で換算したもの

陸上兵力
160万人 作戦機

約2,620機

艦船
147.0万トン

国防予算
約1,456億ドル
（約8,896億元）

陸上兵力
52万人

艦船
19.7
万トン

作戦機
約410機

艦船
46.7万トン
（137隻）

陸上勢力
14万人

陸上兵力
165.4万人

作戦機
約840機

艦船
60.5万トン

国防予算
約377億ドル

作戦機
約620機

国防予算
約341億ドル
（約37兆5,000億ウォン）

防衛関係費
約438億ドル
（約4兆8,221億円）

2	 14（平成26）年11月、リャミザルド国防大臣は、対GDP比で0.8％となっている現在の国防費を1.5％に増額するよう努力すると表明。
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している。
一方、インドネシアは国軍改革として、「最小必

須戦力（M
Minimum Essential Force

EF）」と称する最低限の国防要件を達
成することを目標とし、今後4年間で当該戦力の
構築を目指しているが、特に海上防衛力が著しく
不十分であるとの認識が示されている3。

インドネシアは、東南アジア諸国との連携を重
視4し、独立かつ能動的な外交を展開するとして
いる。また、米国との関係においては、軍事教育
訓練や装備品調達の分野で協力関係を強化してお
り5、「C
Cooperation Afloat Readiness and Training

ARAT」6や「S
Southeast Asia Cooperation Against Terrorism

EACAT」7などの合同演習
を行っている。10（同22）年には、オバマ米大統
領がインドネシアを訪問し、両国間の包括的パー
トナーシップを締結し、それ以降、本パートナー
シップに基づく両国間の外相級会合が毎年実施さ
れている。

中国とは、11（同21）年から両国軍の特殊部隊
による対テロ演習「利

り

刃
じん

」を、13（同25）年から
は両国空軍空挺部隊による「空

くう

降
こう

利
り

刃
じん

」を実施し
ているほか、14（同26）年11月には王毅外交部
長がインドネシアを訪問し、ジョコ大統領と海洋
開発での協力について会談を行った。さらに、15

（同27）年3月には、ジョコ大統領は国賓として
中国を訪問し、習近平国家主席との間で、包括的
な戦略パートナーシップでの枠組みにおける両国
の関係強化を確認した。

Ⅰ部1章5節3（オーストラリアの対外関係）、Ⅲ部3章1
節4項6（（1）インドネシア）

	2	 マレーシア

東南アジアの中央に位置するマレーシアは、自
国と近隣諸国には共通する戦略的利益があるとし
ている。現在、マレーシアは、国外からの差し迫っ
た脅威は認識していないが、軍はあらゆる軍事的
脅威に対して即応能力を保持するべきとしてお
り、国防政策においては、「独立」、「全体防衛」、「5
か国防衛取決め（F

Five Power Defence Arrangements
PDA）8の遵守」、「世界平和の

ための国連への協力」、「テロ対策」および「防衛
外交」を重視している。また、マレーシアは、「防
衛外交」として、FPDA以外の国である米国と

「CARAT」や「SEACAT」などの合同演習を行
い、軍事協力を進めている。

中国とは、南シナ海における領有権問題などを
めぐり主張が対立しているが、経済面を中心に両
国の結びつきは強く、要人の往来も活発である。
マレーシアと中国は、14（同26）年12月に、ク
アラルンプールで初の二国間共同机上演習「平和
友誼（Peace and Friendship）2014」を行った
ほか、同年3月のマレーシア航空機の消息不明事
案発生時には、中国が捜索活動に参加するため、
空軍輸送機や海軍艦艇などを派遣した。また、昨
今、マレーシアが領有権を主張するジェームズ礁
や南ルコニア礁周辺において中国の公船などが航
行しているが、マレーシア側からは表立った抗議
はみられておらず、14（同26）年5月には、ナジ

参 照

3	 14（平成26）年10月、ムルドコ国軍司令官が今後4年間でMEFを達成させる目標に対し、現時点では38％しか到達していないと発言したほか、マルセティ
オ海軍参謀長も、自国の海上防衛能力は著しく不十分であり、潜水艦12隻とフリゲート16隻が必要であると発言している。

4	 12（平成24）年7月のASEAN外相会議において、共同声明の内容をめぐり加盟国の間で意見が分かれ、共同声明が採択されない事態が発生したが、会議後、
インドネシアのマルティ外務大臣が加盟国の各外務大臣と順次会談し、「南シナ海に関するASEANの6項目原則」が策定された。

5	 東ティモール問題をめぐり、米国は92（平成4）年に、米国の軍教育機関などへの留学・研修の機会を提供する国際軍事教育訓練などを停止し、95（同7）
年に一部制裁措置を解除したものの、99（同11）年に再び停止した。その後、05（同17）年にこれを再開し、インドネシアに対する武器輸出の再開も決定
した。

6	 米国が、バングラデシュ、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイおよび東ティモールとの間で行っている一連
の二国間演習の総称である。

7	 米国が、ブルネイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポールおよびタイとの間で行っている対テロ合同演習である。
8	 71（昭和46）年発効。マレーシアあるいはシンガポールに対する攻撃や脅威が発生した場合、オーストラリア、ニュージーランド、英国がその対応を協議す

るという内容。5か国はこの取決めに基づいて各種演習を行っている。
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ブ首相が中国を訪問し、習近平国家主席との会談
において、南シナ海問題については直接対話によ
り処理すべき旨言及したとされている。一方、マ
レーシアは、13（同25）年10月、ジェームズ礁
や南ルコニア礁に近いビントゥルに新たな海軍基
地を建設する旨発表したほか、近年、海上防衛力
の強化に努めている。

Ⅲ部3章1節4項6（（7）その他の東南アジア諸国）

	3	 ミャンマー

ミャンマーは、国際社会におけるパワーバラン
スの変化の担い手である中国およびインドと国境
を接し、また、南アジアと東南アジアの境界にも
位置することなどから、その戦略的な重要性が指
摘されている。ミャンマーは、88（昭和63）年に
社会主義政権の崩壊以降、国軍が政権を掌握して
おり、軍事政権による民主化勢力への抑圧に対
し、欧米諸国は経済制裁を行った。経済制裁にと
もなう経済の低迷と国際社会における孤立を背景
に、03（平成15）年、ミャンマーは民主化への
ロードマップ9を発表した。10（同22）年の総選
挙後、11（同23）年2月にテイン・セインが大統
領に選出され、同年3月の新政権発足を経て、民
主化へのロードマップは終了した。

新政権発足以降、ミャンマー政府は政治犯の釈
放、少数民族10との停戦合意など、民主化への取
組を活発に行っており、これらの取組に対し、国
際社会も一定の評価を見せ、米国をはじめとする
欧米各国は、ミャンマーに対する経済制裁の緩和
を相次いで実施している。また、13（同25）年に
はテイン・セイン大統領がミャンマーの首脳とし
て約50年ぶりに訪米し、オバマ大統領と会談を
行ったほか、リチャード英国軍総参謀長が同国の

民主化プロセス開始以降初めて欧米諸国の軍高官
として同国を訪問した。

一方、少数民族との停戦に向けた取り組みとし
ては、15（同27）年1月、テイン・セイン大統領
が少数民族武装勢力代表に対し、同国の連邦記念
日（2月12日）に政府との全国的停戦合意に向け
た協力を要請したが、一部の少数民族代表が協議
に参加していなかった。また、北部地域では国軍
と少数民族武装勢力の戦闘が散発しており、15

（同27）年2月、同大統領は、戦闘状態にあった
シャン州コーカン自治区に90日間の非常事態を
宣言11するとともに、軍事行政命令12を布告した。
このような中、15（同27）年3月、ミャンマー政
府は、停戦合意に向けた協議へ参加していなかっ
た一部の少数民族武装勢力代表の協議への参加を
得て、「全国的停戦文書」の内容に基本的合意に達
したと発表した。

さらに、核や北朝鮮との軍事関係などの懸念事
項も指摘されている13ほか、12（同24）年から発
生しているイスラム系住民ロヒンギャと仏教徒の
衝突がミャンマーの民主化に与える影響につい
て、国際社会に懸念が広まった。

参 照

9	 国民議会の再開、民主化に必要なプロセスの段階的実施、憲法草案の起草、憲法制定の国民投票、総選挙、下院の初招集および新政権発足の7段階からなる。
10	 ミャンマーは、人口の約30％が少数民族であり、一部の少数民族は、ミャンマー政府に分離独立などを主張している。60年代、ミャンマー政府は、強制労

働、強制移住など人権侵害に及ぶ抑圧政策を行い、少数民族武装勢力と武力衝突が生起した。
11	 国民の生命、住居および財産を危険にさらす非常事態が発生した場合などに、大統領令として公布されるものであり、治安維持のため、地域や期限を指定

し、必要に応じて国民の基本的権利を制限または停止することが出来るとされている。
12	 本命令の布告により、地域社会の秩序維持に関する行政上および司法上の権限や任務が、国軍最高司令官に付与される。
13	 テイン・セイン大統領は、12（平成24）年5月の韓国の李

イ・ミョンバク

明博大統領（当時）との会談において、北朝鮮との武器取引について、過去20年間にある程度は行っ
たことを認めたうえで、今後は行わないと表明し、一方、核開発については北朝鮮との協力関係を否定したと伝えられている。また、フラ・ミン国防大臣（当
時）は、同年6月の第11回シャングリラ会合（アジア安全保障会議）において、前政権下において学術的な核関連研究を始めようとしていたが、新政権発足
とともに研究を断念しており、北朝鮮との政治的・軍事的関係も停止していると明らかにしたと伝えられている。
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外交政策においては、ミャンマーは独立・非同
盟を原則に掲げている。一方、ミャンマーにとっ
て、中国は軍政時代からの特に重要なパートナー
であると考えられ、中国から経済面の支援を受け
ており、13（同25）年10月には、両国を結ぶガ
スパイプラインが完成し、完全な運用が開始され
たほか、港湾建設なども行われている。軍事面に
おいても中国が主要な装備品の調達先となってい
るとみられるほか、14（同26）年6月には、テイ
ン・セイン大統領が訪中し、防衛実務、法執行・
安全保障などの分野での協力強化で合意した。ま
た、ミャンマーは、インドとも経済面および軍事
面において協力関係を強化させており、インド主
催の多国間海軍演習「ミラン」に参加しているほ
か、15（同27）年1月には、インドのムカジー大
統領が、両国間の国境開発のため、今後5年間、
年500万ドルをミャンマーに支援する方針を示
している。

ミャンマーは、14（同26）年の東南アジア諸国
連合（A
Association of Southeast Asian Nations

SEAN）議長国であり、ASEAN関連の国
際会議におけるリーダーシップが注目されていた
が、議長を務めたASEAN関連の国際会議におい
て共同声明が発出されるなど、一定の役割を果た
した14。

Ⅲ部3章1節4項6（（7）その他の東南アジア諸国）

	4	 フィリピン

フィリピンは、国境を越える犯罪などの非伝統
的脅威を含む、新たな安全保障上の課題に直面し
ていると認識している。一方、南シナ海をめぐる
領有権問題や国内における反政府武装勢力による
テロ活動といった、長年にわたり直面している課

題が、安全保障上の主な懸念事項であるとしてい
る。特に、モロ・イスラム解放戦線（M

Moro Islamic Liberation Front
ILF）とは

約40年にわたり武力衝突を繰り返してきたが、
国際監視団（I

International Monitoring Team
MT）15の活動などにより、和平プロ

セスが進展し、12（同24）年10月、ミンダナオ
和平の最終合意の実現に向けた「枠組み合意」が
署名された。14（同26）年1月には、MILFの武
装解除16に合意しており、同年3月、フィリピン
政府とMILFは「バンサモロ包括合意」17に署名し
た。一方、15（同27）年1月にはMILFの武装勢
力や和平協議に反対する別の武装勢力と政府軍や
国家警察との間で軍事衝突が発生18しており、実
質的な和平に至るまでには時間を要するとみられ
る。

歴史的に関係の深いフィリピンと米国は、米比
同盟をアジア太平洋地域の平和と安定および繁栄
の支えであるとしている。92（同4）年に駐留米
軍が撤退した後も、相互防衛条約および軍事援助
協定のもと、両国は協力関係を継続してきた19。
両国は大規模演習「バリカタン」を00（同12）年
以 降 毎 年 行 っ て い る ほ か、「CARAT」や

「SEACAT」などの合同演習を行っている。また、

参 照

14	 カンボジアが議長を務めた12（平成24）年7月のASEAN外相会議においては、共同声明の内容をめぐり加盟国の間で意見が分かれ、共同声明が採択され
ない事態が発生した。

15	 マレーシア、ブルネイ、インドネシア、日本、ノルウェーおよびEUがIMTに参加している（15（平成27）3月現在）。
16	 12（平成24）年の枠組み合意後、フィリピン政府とMILFで継続検討されていた4つの付属文書のうち、権限委譲の詳細、税収などの配分、管轄海域の設定

などは既に合意に至っており、武装解除についての協議が最後に残されていた。
17	 本合意は、基本法の制定、管轄領域を画定するための住民投票の実施、ムスリム・ミンダナオ自治地域の廃止および暫定移行機関の設置を経て、16（平成

28）年の自治政府発足を目指すものである。
18	 15（平成27）年1月、ミンダナオ島においてジュマ・イスラミア（JI）の容疑者逮捕のため出動したフィリピン国家警察と、MILFやバンサモロ・イスラム

自由戦士（BIFF：Bangsamoro	Islamic	Freedom	Fighters）の間で銃撃戦が発生し、双方に死者が発生したと伝えられている。
19	 47（昭和22）年、米軍にクラーク空軍基地およびスービック海軍基地などの99年間の使用を求める軍事基地協定を締結し、同年に軍事援助協定、51（同

26）年に相互防衛条約を締結した。66（同41）年、軍事基地協定の改定により駐留期限は91（平成3）年までとされ、91（同3）年にクラーク空軍基地、92（同
4）年にスービック海軍基地が返還された。その後、両国は98（同10）年に「訪問米軍の地位に関する協定」を締結、米軍がフィリピン国内で合同軍事演習
などを行う際の米軍人の法的地位などを規定した。
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米軍統合特殊作戦任務部隊（J
Joint Special Operations Task Force-Philippines

SOTF-P）がフィリ
ピン南部に派遣され、フィリピン国軍によるア
ブ・サヤフ（A

Abu Sayyaf Group
SG）20らイスラム過激派との戦い

を支援している。13（同25）年12月には、ケリー
米国務長官がフィリピンを訪問し、沿岸警備や対
テロ能力強化のため、3年間で4千万ドルの支援
を表明した。

また、両国は14（同26）年4月、海上安全保障
や合同演習の拡大を通じたフィリピン軍の能力向
上、災害救援などでの協力強化を目的とした、「米
比防衛協力強化協定」21に署名した。本協定は、米
軍によるフィリピン国内における施設の利用や整
備、装備などの事前集積などを可能とするもので
あり、今後、フィリピンにおける米軍プレゼンス
強化の観点から、その動向が注目される。

中国とは、南シナ海の南沙諸島やスカボロー礁
の領有権などをめぐり主張が対立している。近年、
両国は領有権主張のための活動を活発化させてお
り、相手国の活動や主張に対し、互いに抗議の表
明を行っている。

Ⅰ部1章6節4（南シナ海における領有権をめぐる動向）
Ⅲ部3章1節4項6（（4）フィリピン）

	5	 シンガポール

国土、人口、資源が限定的なシンガポールは、
グローバル化した経済の中で、その存続と発展を
地域の平和と安定に依存しており、国家予算のう
ち国防予算が約5分の1を占めるなど、国防に高
い優先度を与えている。

シンガポールは、国防政策として「抑止」と「外
交」を二本柱に掲げている。「抑止」は、精強な国
軍と安定した国防費の支出によりもたらされ、「外
交」は、各国の国防機関との強力かつ友好的な関
係により構築されるとしている。また、直接的な
脅威から国家を防衛し、平時にはテロ、海賊など
の国境を越えた安全保障上の課題に対応するた

め、国軍の能力向上・近代化を進めている。なお、
シンガポールの国土は狭小なため、国軍は米国や
オーストラリアなど諸外国の訓練施設も利用し、
訓練のために部隊を継続的に派遣している。

シンガポールは、ASEANやFPDA22の協力関
係を重視しているほか、域内外の各国とも防衛協
力協定を締結している。地域の平和と安定のため、
米国のアジア太平洋におけるプレゼンスを支持し
ており、米国がシンガポール国内の軍事施設を利
用することを認めているほか、13（同25）年以降、
シンガポールに米国の沿海域戦闘艦（L

Littoral Combat Ship
CS）を最

大4隻ローテーション配備することで合意してお
り、13（同25）年4月に配備が開始された23。ま
た、米国とは、「CARAT」や「SEACAT」などの
合同演習を行っている。

中国とは、09（同21）年および10（同22）年に
行った対テロ共同演習「協力」を14（同26）年
11月にも行ったほか、要人の往来も活発であり、
同月には、ウン国防相が訪中し、常万全国防部長
との会談で、防衛協力の発展、共同訓練の促進な
どで合意した。15（同27）年5月には、初の二国
間海軍合同演習として「中星協力2015」を実施
した。

Ⅲ部3章1節4項6（（3）シンガポール）

	6	 タイ

タイは、国防政策として、ASEAN・国際機関
などを通じた防衛協力の強化、政治・経済など国
力を総合的に活用した防衛、軍の即応性増進や防
衛産業の発展などを目指した実効的な防衛などを
掲げている。タイ南部では、分離・独立を求める
イスラム過激派による襲撃、爆弾事件などが頻発
しており、同政権は、南部における人民の生命お
よび財産に対する平和と安全の迅速な回復を緊急
課題に挙げている。

13（同25）年8月、与党による下院議会への

参 照
参 照

参 照

20	 イスラム国家の設立を目的とし、フィリピン南部で爆弾テロ、暗殺、誘拐などの活動を行っており、米国からテロ組織の指定を受けている。14（平成26）年
10月には、人質に取っていたドイツ人男女2名について、ドイツ政府に対し、身代金の要求と共に、ISILへの空爆を実施している米国に協力しないよう要求
したと伝えられている。

21	 米軍が使用するフィリピン国内の基地については、協定締結後の協議により決定し、協定の付属書として明記されることになっているが、フィリピン国内に
おいて本協定に対する違憲裁判が提起されたことから、付属書に関する協議が停止している。

22	 Ⅰ部1章6節2脚注8参照
23	 14（平成26）年12月、2隻目の配備となるLCS「フォートワース」がシンガポールに到着している。
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「大赦法案」24提出をめぐり、首都バンコクを中心
に大規模な反政府デモが発生し、同年12月に下
院が解散され、14（同26）年1月には「非常事態
宣言」25が発出された。同年2月には、下院議員総
選挙が実施されるも、デモ隊による妨害により投
票中止となる投票所が続出したことから、同年3
月、憲法裁判所は下院議員総選挙が憲法違反であ
り無効とする判決を下したほか、同年5月、過去
に内閣が行った人事異動について違憲判決を下
し、インラック首相（当時）や閣僚が即時失職と
なった26。さらに同月、全国に戒厳令が布かれた
後、軍中心の勢力が政変を起こし、国家の全権を
掌握した。その後、プラユット陸軍司令官（当時）
は、自らを議長とする国家平和秩序維持評議会を
設立し、同年7月に制定した暫定憲法により組織
された国民立法議会の指名により、同年8月、暫
定首相に選出された27。さらに、国王は同首相に
より組閣された暫定内閣閣僚を任命する勅令を発
出し、同年9月、プラユット暫定政権が正式に発
足した。同政権は遅くとも16（同28）年9月まで
に、新憲法下での総選挙実施および新政権への移
行を目指している。

また、タイは、ミャンマーやカンボジアなどの
隣国との間で国境未画定問題を抱えている。カン
ボジアとは、プレアビヒア寺院周辺の国境未画定
地域28をめぐり主張が対立しており、08（同20）
年以降、同地域周辺で両軍による武力衝突が断続
的に発生したが、13（同25）年11月、国際司法
裁判所は、寺院および近接する一部土地の帰属に
ついてカンボジア領と認定した。

タイは、柔軟な全方位外交政策を維持してお
り、東南アジア諸国との連携や、わが国、米国、中
国といった主要国との協調を図っている。同盟国29

である米国とは、50（昭和25）年に軍事援助協定
を締結して以降、協力関係を維持し、82（同57）
年より多国間共同訓練「コブラ・ゴールド」を
行っているほか、「CARAT」や「SEACAT」など
の合同演習を行っているが、14（平成26）年5月、
米国は政変の発生を受けて軍事支援を凍結した30。

中国とは、両国海兵隊による「藍色突撃」など
の共同訓練を行っているほか、12（同24）年4月
には多連装ロケットランチャーの共同開発で合意
するなど、軍事交流も進めているほか、15（同
27）年2月に、常万全国防部長がタイを訪問し、
プラユット暫定首相との会談で共同演習の深化な
どに合意している。

Ⅲ部3章1節4項6（（5）タイ）

	7	 ベトナム

ベトナムは、多様かつ複雑な安全保障上の課題
に直面していると認識しており、南シナ海におけ
る問題が自国の海上活動に深刻な影響を与えてい
るほか、海賊やテロなどの非伝統的脅威も懸念事
項であるとしている。

ベトナムは、冷戦期においては旧ソ連が最大の
支援国であり、02（同14）年までロシアがカムラ
ン湾に海軍基地を保有していたが、旧ソ連の崩壊
後、米国と国交を樹立するなど、急速に外交関係
を拡大させた。現在、ベトナムは全方位外交を展
開し、全ての国家と友好関係を築くべく、積極的
に国際・地域協力に参加するとしており、13（同
25）年5月には、ズン首相が初めて国軍のPKO
参加を表明し、14（同26）年6月から、国連南
スーダン共和国ミッション（U

United Nations Mission in the Republic of South Sudan
NMISS）に軍事監

視要員を派遣している31。また、14（同26）年5

参 照

24	 06（平成18）年に発生した軍事クーデター以降の政治混乱で逮捕された人々に恩赦を与えるもので、有罪判決を受けるも海外に在住するタクシン元首相の
帰国を可能とするものであるとされている。

25	 13（平成25）年11月、与党は同案可決を断念するも、反政府勢力はデモの目的を「現政権の打倒」に転換し、デモを継続した。
26	 憲法裁判所は、11（平成23）年9月に行われた当時の国家安全保障事務局長を閑職に異動させた人事が、インラック首相（当時）の親族を昇進させるための

政治的なものであり、国務大臣による公務員人事への不当な介入を禁じる憲法上の規定に抵触するとして違憲判決を下し、本事案が憲法上の失職事由に該
当するとして、当該人事に責任を有する同首相および関係閣僚が即時失職となった。

27	 暫定政権発足後も国家平和秩序評議会が存続しているため、プラユット氏は同議長と暫定首相を併任している。
28	 カンボジアとタイの国境に位置するヒンズー教寺院であり、62（昭和37）年に国際司法裁判所が寺院をカンボジア帰属と判決したが、寺院周辺地域の国境

は未画定であった。13（平成25）年の判決では、残りの係争地の帰属は明確にされなかったものの、両国は判決を受け入れ、今後は実務者による合同委員会
で判決内容を協議するとしている。

29	 タイと米国は、54（昭和29）年の東南アジア集団防衛条約（マニラ条約）および62（同37）年のタナット・ラスク声明に基づき同盟関係にある。
30	 米軍とタイ軍が主催し、タイ国内で例年開催している多国間共同訓練「コブラ・ゴールド15」については、15（平成27）年2月に実施された。
31	 15（平成27）年5月末現在、軍事監視要員2名を派遣している。
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月、ベトナム国防省対外局にPKOセンターを開
設するなど、国際社会への貢献に努力する姿勢が
みられる。

米国とは、近年、米海軍との合同訓練や米海軍
艦艇のベトナム寄港など、軍事面において関係を
強化しているほか、13（同25）年12月には、ケ
リー米国務長官がベトナムを訪問し、海上安全保
障分野における1,800万ドルの支援を表明した。
さらに、14（同26）年10月、米国は、海洋安全保
障に関する殺傷武器について、ベトナムへの禁輸
解除を発表した32。

ロシアとは、12（同24）年に両国関係を包括的
戦略的パートナーシップに格上げし、国防分野で
の協力を引き続き強化しているほか、13（同25）
年3月には、ショイグ国防大臣がベトナムを訪問
し、カムラン湾の艦船補給施設などの共同建設に
合意している。さらに、同年11月のプーチン大統
領のベトナム訪問時には、ベトナム陸軍および海
軍の訓練をロシアが支援することに合意してい
る。また、14（同26）年には、ロシアのIL-78空
中給油機が、同国のTu-95MS戦略爆撃機への給
油に向けた飛行のため、カムラン国際空港に初め
て着陸33するなど、両国間には新たな軍事協力の
動きもみられる。近年では、原子力発電などのエ
ネルギー分野での協力も推進しているほか、ベト
ナムはその装備品をほぼロシアに依存している。

Ⅰ部1章4節5項2（アジア諸国との関係）

中国とは、包括的な戦略的協力パートナーシッ
プ関係のもと、政府高官の交流も活発であるが、
南シナ海における領有権問題などをめぐり主張が
対立している。近年、両国は領有権主張のための

活動を活発化させており、相手国の活動や主張に
対し、互いに抗議の表明を行っている。14（同26）
年8月には、レ・ホン・アイン党書記局常務が党
書記長特使として訪中し、習近平国家主席との会
談において、南シナ海問題について、11（同23）
年に合意した基本原則34を履行することで合意し
たほか、14（同26）年10月には、タイン国防相が
訪中し、常万全国防部長との会談で、両国国防省
間のホットライン開設に関する覚書に調印した。
さらに15（同27）年4月には、チョン共産党書記
長が3年半ぶりに訪中し、習近平国家主席との会
談後、両軍の交流・協力の強化や意見の食い違い
が問題とならないよう管理していくなどの内容を
含む共同声明35を発出した。

インドとは、07（同19）年に両国の関係を戦略
的パートナーシップ関係に格上げし、安全保障や
経済など広範な分野において協力関係を深化させ
ている。防衛協力については、ベトナム海軍潜水
艦要員や空軍パイロットに対する訓練をインド軍
が支援していると指摘されているほか、インド海
軍艦艇によるベトナムへの親善訪問も行われてい
る。さらに、インドは14（同26）年9月に、ベト
ナムに対する1億ドルの信用供与 36に関する覚書
に署名したほか、15（同27）年5月にタイン国防
相が訪印した際、同年から5年間の防衛協力に関
する共同声明37に署名した。また、インドは南シ
ナ海で石油・天然ガスの共同開発を行うなど、ベ
トナムとのエネルギー分野での協力も推進してい
る。

Ⅰ部1章6節4（南シナ海における領有権をめぐる動向）
Ⅲ部3章1節4項6（（2）ベトナム）

参 照

参 照
参 照

32	 84（昭和59）年、米国はベトナムの人権問題を理由に同国への武器禁輸を発動したが、07（平成19）年には、殺傷兵器を除く武器禁輸が解除されていた。
今回の決定にともない、ベトナムが米国製P－3哨戒機の購入を検討していると伝えられている。

33	 15（平成27）年3月、米国防省当局者が関連の事実関係について発言しつつ、ベトナム側に再発防止を要求したことが伝えられるほか、米太平洋軍の高官が、
カムラン基地から飛来した空中給油機による給油を受けたロシア軍機が挑発的な飛行を行ったと発言したとされる。なお、同年1月、ロシア国防省は、同国
の空中給油機（IL-78）が14（同26）年にカムラン湾を使用し、戦略爆撃機に対する給油が可能になったと発表した。

34	 11（平成23）年10月、グエン・フー・チョン・ベトナム共産党書記長が訪中し、胡錦濤国家主席（当時）との間で署名したもので、海上問題解決のための
友好的な対話と交渉を堅持し、法的根拠を尊重しながら双方共に受け入れ可能な海上紛争の解決に努めることや、定期会合の開催および政府間のホットラ
インの設置などに合意している。

35	 共同声明における軍事分野の内容として、両国のハイレベル交流及び軍事・安全保障対話の継続、国境警備部隊の親善交流の強化、意見の食い違いの管理へ
の善処、軍における党・政治業務に関する経験の交流。人員訓練における協力の強化、トンキン湾での共同パトロールや艦艇交流の継続などがある。また、
同共同声明では、南シナ海問題で「南シナ海に関する行動宣言（DOC：Declaration	on	the	Conduct	of	Parties	in	the	South	China	Sea）」の履行と「南
シナ海に関する行動規範（COC：Code	of	the	Conduct	of	Parties	in	the	South	China	Sea）」の早期策定の重要性を確認するとの言及もなされている。

36	 13（平成25）年11月、グエン・フー・チョン・ベトナム共産党書記長がインドを訪問し、インドのシン首相（当時）と会談した際に合意されたもので、ベ
トナム軍の哨戒艇購入に充てられる予定であると伝えられている。

37	 15（平成27）年5月、フン・クアン・タイン・ベトナム国防相がインドを訪問し、マノハル・パリカル・インド国防相と会談した際に合意されたもので、
共同声明の内容は明らかにされていないが、対象期間は15（同27）年から20（同32）年までとされ、海洋安全保障に関する協力が柱になっているとされる。
また、同日、沿岸警備隊の協力強化に関する覚書（MOU）にも署名している。
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	3	 各国の軍の近代化
東南アジア各国は、近年、経済成長などを背景

として国防費を増額させ、第4世代の近代的戦闘
機を含む戦闘機や潜水艦などの装備品の導入を中
心とした軍の近代化を進めている。その要因とし
ては、国防費の増額のほか、近隣諸国の軍事力発
展に反応するという東南アジア各国間の関係や、
中国の影響力拡大への対応、地域安全保障機構の
信頼醸成措置としての役割が十分でないことが背
景にあるとの指摘がある38。また、東南アジア諸
国の多くは装備品を多様な国から調達しているた
め、各国で統一的な運用やメンテナンスを行いづ
らくしている面があるとみられる。

インドネシアは、13（平成25）年までに、ロシア
製Su-27戦闘機およびSu-30戦闘機を計16機導入
している。11（同23）年には、米国からF-16戦闘機
24機の供与を受けることに合意し、14（同26）年7
月に3機が引き渡されたほか、13（同25）年には
AH-64攻撃ヘリ8機を購入することで合意した。
韓国とは、11（同23）年12月、209級潜水艦3隻を
購入する契約を締結しているほか、KF-X戦闘機の
共同開発に着手し、14（同26）年10月、費用分担
や協力内容を定める基本合意書を締結している。ま
た、現有のF-5戦闘機の更新を計画しており、後継
機を選定中であるほか、オランダ製シグマ級をベー
スとしたフリゲート2隻を国内で建造中である。

マレーシアは、09（同21）年、同国初の潜水艦
であるスコルペン級潜水艦（フランスとスペイン
が共同開発）2隻を導入したほか、14（同26）年
11月、韓国とコルベット6隻の購入契約を締結し
たと伝えられており、さらに国産のLCS 6隻の建
造計画を発表し、うち1隻の建造に着手している。
また、09（同21）年までにロシア製Su-30戦闘機
18機を導入しているほか、15（同27）年に退役
予定であるMiG-29戦闘機の後継機を選定中であ
る。

フィリピンは、南シナ海における領有権をめぐ
る係争などを背景に、近年装備の近代化を進めて
いる。現在は潜水艦も戦闘機も保有していないた

め、14（同26）年、FA-50軽攻撃機12機の購入
契約を韓国と締結した。海軍力としては、11（同
23）年および12（同24）年に、米国からハミルト
ン級フリゲート2隻の供与を受けたほか、14（同
26）年6月には韓国から退役したポハン級コル
ベットの供与を受ける旨が伝えられている。また、
15（同27）年1月までに、洋上哨戒など幅広い海
軍任務に対応するイタリア製AW109多目的ヘ
リ7機の引渡しを受けているほか、攻撃用ヘリや
長距離洋上哨戒機、輸送艦、水陸両用車などの調
達計画を発表している。

シンガポールの国防支出は東南アジア諸国の中
で最も高く、軍の近代化に積極的に取り組んでい
る。12（同24）年までにスウェーデンからアー
チャー級（ヴェステルイェトランド級）潜水艦2隻
を導入しているほか、13（同25）年12月、ドイツ
製218SG級潜水艦2隻の購入契約を締結してお
り、国産の哨戒艦8隻の建造計画を発表している。
戦闘機については、米国製F-15戦闘機を導入した
ほか、F-35統合攻撃戦闘機計画に参加している。

タイは、空母を保有しており、潜水艦は保有し
ていないが、14（同26）年7月、潜水艦隊司令部
を発足させるとともに、新潜水艦調達に向け選定
作業に着手している。さらに、12（同24）年9月、
フリゲート2隻を導入する計画が閣議で了承され、
1隻目として韓国製フリゲートの購入契約を締結
したほか、13（同25）年までに、スウェーデン製
JAS-39グリペン戦闘機12機を導入している。

ベトナムは、09（同21）年12月、ロシア製キ
ロ級潜水艦6隻を購入する契約を締結し、14（同
26）年12月までに3隻が導入されたほか、13（同
25）年にオランダ製シグマ級コルベット2隻の購
入契約を締結したと伝えられている。さらに、14

（同26）年8月には、日本から中古船舶6隻の供
与を受けることで合意しており、15（同27）年2
月に1隻目が引き渡されている。また、09（同
21）年から11（同23）年にかけ、ロシア製Su-30
戦闘機24機を購入する契約を締結し、さらに13

38	 英国の国際戦略研究所（IISS：International	Institute	for	Strategic	Studies）による「ミリタリー・バランス（2015）」などによる。
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年までに同機12機を追加購入する契約を締結し
たと伝えられている。米国による海洋安全保障に
関する殺傷武器についての禁輸解除を受け、今

後、米国からどのような装備導入が図られるか、
主にベトナムの海上防衛力強化の観点から、その
動向が注目される。

	4	 南シナ海における領有権をめぐる動向
南 シ ナ 海 に お い て は、南 沙 諸 島39（Spratly 

Islands）や西沙諸島（Paracel Islands）の領有
権40などをめぐってASEAN諸国と中国の間で主
張が対立しているほか、海洋における航行の自由
などをめぐって、国際的に関心が高まっている。

南シナ海をめぐる問題の平和的解決に向け、
ASEANと中国は、02（平成14）年、「南シナ海に
関する行動宣言（D

Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea
OC）」41に署名した。同宣言は、

南シナ海をめぐる問題を解決する際の原則を記し
た、法的拘束力のない政治宣言である。さらに11

（同23）年7月に開催されたASEAN・中国外相会
議においては、同宣言の実効性を高めるための「南
シナ海に関する行動宣言ガイドライン」が採択さ
れた。現在関係国は、同宣言より具体的な内容を
盛り込み、法的拘束力を持つとされる「南シナ海
に関する行動規範（C

Code of the Conduct of Parties in the South China Sea
OC）」の策定を目指すこと

を確認しており、14（同26）年10月までに、同規
範策定に向けた公式協議を計3回開催している42。
一方、南シナ海においては、関係国が領有権主張
のための活動を活発化させている。中国は、92（同
4）年に南沙諸島、西沙諸島などが中国の領土であ
る旨明記された「領海および接続水域法」を制定
したほか、南シナ海における自国の「主権、主権的
権利および管轄権」が及ぶと主張する範囲に言及
した09（同21）年の国連宛口上書にいわゆる「九
段線」の地図を添付した。また、この「九段線」に
ついては、国際法上の根拠があいまいであるとの
指摘があり、南シナ海における領有権などをめぐ

る東南アジア諸国との主張の対立を生んでいる。
また、近年、フィリピン近傍のスカボロー礁お

よびセカンドトーマス礁、マレーシア近傍の
ジェームズ礁および南ルコニア礁などに、中国の
海軍艦艇および海上法執行機関所属の公船が進出
している。さらに、12（同24）年6月、中国は、南
沙諸島、西沙諸島および中沙諸島の島嶼ならびに
その海域を管轄するとされる海南省三沙市の設置
を発表したほか、13（同25）年11月には、同省
が「海南省中華人民共和国漁業法実施規則」を修
正し、同省の管轄水域内において外国漁船などが
活動を行う場合には、同国国務院関係部門の承認
を得なければならない旨定めた。

12（同24）年4月から6月にかけては、スカボ
ロー礁周辺海域において、中国海上法執行機関の
公船とフィリピンの海軍艦艇などが対峙する事件
が発生したほか、12（同24）年6月にはベトナム
が、南沙諸島および西沙諸島に対する主権を明示
したベトナム海洋法（13（同25）年1月施行）を
採択した。13（同25）年3月には、中国艦船がベ
トナム漁船に発砲する事例が発生したと伝えられ
ている。さらに、14（同26）年5月、西沙諸島周
辺海域において、中国が一方的に石油掘削活動を
開始したことに端を発し、中国およびベトナムの
船舶が対峙し、衝突により多数の船舶に被害が出
ていると伝えられている43。このように、関係国
が、相手国の船舶に対し拿捕や威嚇射撃を行うな
どの実力行使に及んでいると伝えられており44、

39	 南沙諸島周辺は、石油、天然ガスなどの海底資源の存在が有望視されるほか、豊富な漁業資源に恵まれ、また、海上交通の要衝でもある。
40	 南沙諸島については、中国、台湾、ベトナム、フィリピン、マレーシアおよびブルネイが領有権などを主張しており、西沙諸島については、中国、台湾および

ベトナムが領有権を主張している。
41	 国際法の原則に従い、領有権などの係争を平和的手段で解決すること、行動規範の採択は地域の平和と安定をさらに促進するものであり、その達成に向けて

作業を行うことなどが盛り込まれている。
42	 公式協議を後押しするため、専門家らによる「賢人会議」設置に取り組むことなどで合意したほか、14（平成26）年10月に、中国・ASEAN間の捜索救難当

局のホットライン、設置、捜索救難に関する机上演習実施など早期に実施する措置について合意している。
43	 ベトナム国内では、中国による一方的な石油掘削活動に反対する抗議デモや暴動が生起し、死傷者が発生している。
44	 10（平成22）年、インドネシアが中国漁船を拿捕したほか、同年、マレーシア海軍艦艇と航空機が中国漁船監視船を追跡したと伝えられている。また、11（同
23）年5月には中国当局船が、12（同24）年11月には中国漁船が、ベトナムの資源探査船の調査用ケーブルを切断したと伝えられているほか、11（同23）
年2月には、中国海軍艦艇がフィリピン漁船に威嚇射撃を行い、同年5月には中国当局船が、12（同24）年2月には中国海軍艦艇が、ベトナム漁船に発砲す
る事例が発生したと伝えられている。さらに15（同27）年4月、フィリピン軍報道官によれば、スビ礁周辺で定期的な哨戒飛行を行っていた同空軍機が中国
艦船から強力な光の照射を受け退去を要求されたとのことである。当該事案に関連し、同年5月、ガズミン・フィリピン国防相は、航空機のパトロール中に中
国から現場を立ち去るよう要求されたことが過去2回あったと明らかにしつつ、中国は防空識別圏を設定し行動しているようにみえると発言したとされる。
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これらの動きをめぐり、関係国は互いに抗議の表
明などを行っている。また、最近では、15（同
27）年1月、ベトナム漁船が中国船に追跡され、
通信設備などを破壊されたと伝えられているほ
か、同年2月、スカボロー礁周辺において中国当
局の船がフィリピン漁船に衝突したとして、フィ
リピン政府が中国政府に対し抗議文を手交した。

さらに、14（同26）年5月には、フィリピン政
府が中国によるジョンソン南礁での埋め立てを示
す写真を時系列で公開し、同国に抗議したほか、
ベトナム政府も、ウッディー島およびファイア
リークロス礁で中国が滑走路建設などを行ってい
るとして、それぞれ抗議を行っている45。13（同
25）年1月、フィリピンは、南シナ海における中
国の主張および行動に関し、国連海洋法条約に基
づく仲裁手続に付した。

Ⅰ部2章3節3（8東南アジアなど）

このほか、13（同25）年11月、中国が設定し

た「東シナ海防空識別区」に関連し、中国国防部
報道官は、今後その他の防空識別区も設定する旨
発言した。これに関し同年12月、ケリー米国務長
官は、アジア地域、特に南シナ海上空において、

「防空識別区」の設定を含む、一方的措置をとるこ
とを中国は控えるべきとの考えを表明している。

南シナ海をめぐる問題は、その平和的解決に向
け、ASEAN関連会議などにおいてもたびたび議
論がなされているが、過去にはASEANの共同声
明が採択されない異例な事態となるなど、加盟国
の足並みが乱れる場面もみられた。しかし、14（同
26）年5月、南シナ海における中国およびベトナ
ムの船舶の対峙について、ASEAN首脳会議およ
び外相会議において、「深刻な懸念」が表明された。
また、同年8月のASEAN外相会議および11月の
首脳会議においても、南シナ海での緊張を高める
最近の事態に引き続き懸念が表明された。さらに、
15（同27）年4月のASEAN首脳会議においては、

参 照

45	 中国は、これらの島や礁に加え、ジョンソン南礁、ガベン礁、ヒューズ礁、クアテロン礁、スビ礁、ミスチーフ礁で埋め立てを行っている。なお、埋め立てが
行われている岩礁のうち、ファイアリークロス礁においては滑走路とエプロンと見られる施設が建設されているとの指摘があるほか、スビ礁においても大
規模な埋め立ての実施により、第二の滑走路建設が可能な規模となっているとの指摘がある。15（同27）年4月20日、フィリピン軍参謀総長は、中国によ
る埋め立てに関し、「全世界の国々に対して緊張を高める」と発言したほか、同年5月27日、ハワイを訪問したガズミン・フィリピン国防相は、カーター米
国防長官と会談し、全ての関係国が南シナ海における係争で平和的解決を追求すべきであり、埋め立てを即時停止すべきであることなどの認識で一致した
とされる。

中国による南沙諸島での埋め立て工事の状況。上段は左から順にジョンソン南礁の埋め立て前後及び埋め立て部分の拡大の様子（12（平成24）年1月および15
（同27）年3月撮影）、下段はスビ礁の様子（15（同27）年1月および同年3月）【CSIS	Asia	Maritime	Transparency	Initiative	/	DigitalGlobe】
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南沙諸島において進められる埋め立てに関して
「深刻な懸念を共有」したことが表明されるなど、
ASEANが一体となって対応する場面もみられる。

南シナ海をめぐる問題は、アジア太平洋地域の
平和と安定に直結する国際社会全体の関心事項で

あり、引き続き関係国の動向や問題解決に向けた
協議の行方が注目される。

Ⅰ部2章3節1（東シナ海・南シナ海における「公海自由
の原則」をめぐる動向）、Ⅲ部3章1節（各国等との防衛
協力・交流）

	5	 地域内の協力
ASEAN各国は、地域の多国間安全保障の枠組

みとしてもASEANの活用を図っている。安全保障
問題に関する対話の場であるASEAN地域フォー
ラム（A

ASEAN Regional Forum
RF）やASEAN国防相会議（A

ASEAN Defense Ministers’Meeting
DMM）な

どを開催しているほか、11（平成23）年7月には、
ASEAN初の軍事演習であるASEAN軍事人道支
援・災害救助机上演習（A

ASEAN Militaries’Humanitarian Assistance and Disaster Relief Table-Top Exercise
HR）を行うなど、地域の

安全保障環境の向上や信頼醸成に努めている。ま
た、ASEAN各国は、15（同27）年末までの共同体46

設 立を目指しており、同 年1月に開 催された
ASEAN非公式外相会議および同年4月に開催さ
れたASEAN首脳会議においては、共同体の年内
設立に向けた、残りの作業を完了するための各国
による努力を要請することに加え、共同体設立後
の長期計画を同年11月開催予定のASEAN首脳会

議で採択することが決定されるなど、実現に向け
た取組が進められている。

ASEANは域外国との関係拡大も重視してお
り、10（同22）年、ADMMにわが国を含む域外8
か国を加えた拡大ASEAN国防相会議（ADMM
プラス）47が発足し、13（同25）年8月に第2回会
議がブルネイで開催された。このほか、同年6月
に初の実動演習であるADMMプラス人道支援・
災害救援/防衛医学演習を、同年9月には初の対
テロ演習および海上安全保障実動訓練を実施し
た。11（同23）年11月には、ASEANおよび域外
6か国からなる東アジア首脳会議（E

East Asia Summit
AS）に、新た

に米国およびロシアが正式に参加した。15（同
27）年5月には、4回目となるARF災害救援実動
演習がマレーシアにおいて実施された48。

Ⅰ部2章3節3（（8）東南アジアなど）

第7節　南アジア
	1	 インド
	1	 全般

広大な領土に12億を超える人口を擁し、近年
着実な経済発展を遂げているインドは、世界最大
の民主主義国家であり、南アジア地域で大きな影
響力を有している。また、アジア・太平洋と中
東・ヨーロッパを結ぶ海上交通路を有するインド
洋のほぼ中央という、戦略的および地政学的に重

要な位置に存在している。
多くの国と国境を接するインドは、中国および

パキスタンと国境未画定地域を抱えている。また、
国内においては、多様な民族、宗教、文化、言語を
抱えていることもあり1、極左過激派や分離独立
主義者などの活動や、パキスタンとの国境をまた
いで存在しているイスラム過激派の動向も懸念さ
れている。

参 照

参 照

46	 97（平成9）年の第2回ASEAN非公式首脳会議において設立が提案されたもので、「政治・安全保障共同体」「経済共同体」「社会・文化共同体」の3つの共
同体形成を通じた域内統合を目指している。

47	 ADMMプラスの枠組みのほか、米国・ASEAN、中国・ASEANおよび日本・ASEAN間で、国防相会談が行われており、14（平成26）年4月には、米
ASEAN国防相会談が初めて米国において開催された。

48	 第4回ASEAN地域フォーラム災害救援実動演習（ARF-DiREx2015）は、15（平成27）年5月25日から28日まで、マレーシアのアロースターにおいて実
施され、我が国のほか、共催国のマレーシアおよび中国をはじめ、米国、豪州およびASEAN諸国を含むARFメンバー国から計2,000人以上が参加した。

1	 人口の大部分はヒンズー教徒であるが、イスラム教徒も1億人を超える。
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